
令 和 ５ 年 ６ 月 ７ 日 

 

参加表明書に係る質疑の回答書 

令和 5 年 6 月 5 日までに質疑のあった事項について、下記のとおり回答します。 

業務名： 雲南市脱炭素社会実現計画（地球温暖化対策実行計画）策定支援業務 

受付日 質問内容 回  答 

6 月 5 日 【プロポーザル実施要領】 

▶質問 1． 

8.提案書の作成及び記載上の留意事項 

(1)提案書の作成方法  

提案書に枚数の制限はありますでしょ

うか。 

 

▶質問 2. 

10.審査方法 

(2) 評価基準 

独自提案については配点がないという

認識でよろしいでしょうか。 

価格は低ければ低いほど評価が高いと

いう認識でよろしいでしょうか。 

 

 

 

 

 

回答 1． 

制限はありません 

 

 

 

 

回答 2． 

独自提案は、評価基準の「提

案の的確性」の中で評価し

ます。 

価格については、「業務内

容に見合った適切な経費で

あるか」「業務の効率化な

どによりコスト削減が図ら

れているか」について評価

します。価格が低いほど評

価が高いというわけではあ

りません。 

 

 



 【仕様書】 

▶質問 3． 

5.特記事項 

本業務実施にあたり、二酸化炭素排出抑

制対策事業費等補助金（地域脱炭素実現

に向けた再エネの最大限導入のための

計画づくり支援事業）を活用されている

と存じますが、補助金の申請書と整合性

のとれた企画提案書及び調書を作成す

るため、本補助金の申請書を参考資料と

してご共有いただけますでしょうか 

 

▶質問 4． 

6.業務内容 

パブリックコメントの記載がございま

せんが、パブリックコメントの支援は必

要ではありませんか。 

また、地球温暖化対策の推進に関する法

律第二十二条にある地方公共団体実行

計画協議会等への出席は必要ではあり

ませんか。 

 

▶質問 5． 

6.業務の内容 

パブリックコメントや、区域内の事業者

等関係者を集めた環境審議会等の開催

の予定はありますでしょうか。 

 

▶質問 6． 

6.業務の内容 

(8)打合せ・協議 

 

回答 3． 

交付申請書は現時点で確定

しておりませんので、共有

できません。仕様書が整合

性を図ったものとなってい

ます。 

 

 

 

 

 

回答 4． 

業務内容に含んでおりませ

んが、必要に応じて、協議

させていただきます。 

 

 

 

 

 

 

回答 5． 

パブリックコメント及び環

境審議会を開催する予定で

す。 

 

 

回答 6． 

Web での参加も可能です。 

 



打合せ・協議は相当数必要と考えている

が web からの参加は可能でしょうか。 

 

▶質問 7． 

6.業務の内容 

下記の調査結果について、どちらで閲覧

可能でしょうか。 

(1)基本的事項・背景・意義の整理及び

報告 

②現状と課題 の 整理令和 

「4 年度に実施した市民・事業者アンケ

ート、ヒアリング等の調査結果」 

(2)再生可能エネルギーの導入可能容量

（ポテンシャル）調査 

「令和 4 年度に実施した調査結果」 

(3)温室効果ガス排出量の将来推計 

「令和 4 年度に算定した、2013 年度～

2019 年度における雲南市域のエネルギ

ー消費量の算定や、市内の森林吸収量の

算定結果」 

 

▶質問 8． 

6．業務仕様書 

（6）計画（案）の作成 

「これまでの調査結果及び区域施策編

の計画（案）を作成する」と記載されて

いますが、「これまでの調査結果」は「（7）

報告書の作成」で作成する業務報告書の

ことを指しているという理解でよろし

いでしょうか。 

 

 

 

回答 7． 

(1)～(3)については、 

添付のとおり共有します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答 8． 

（6）計画案の作成とは、（1）

～（5）の各調査等結果を個

別に作成いただき、それを

基にした区域施策編（案）

の作成をするものです。 

（7）報告書の作成」とは、

（1）～（6）の各種業務を

含んだ本業務全体の完了報

告書を指します。 


